
資料 ４ 

令和 5 年度島根県における消費者教育について 

1.現状 
幼児期から高齢期までの生涯を通じて、様々な場所で体系的・継続的な消費者教育を受けることが

できることを目指し、消費者教育を行っているところです。 
令和４年４月の民法改正に伴う成年年齢引き下げに対応するため、令和２年度より消費者教育コー

ディネーターを配置し、教育委員会等と連携しながら、未成年期における学校現場での消費者教育を
実施しています。 

下記４つの内容を中心に消費者教育事業を展開しています。 
（１）消費者教育の実施           （２）教員向け研修会の開催  
（３）関係機関との担当者会議の開催     （４）消費者教育情報冊子の作成及び配布 
 
2.令和５年度の取組状況について 
（1）消費者教育の実施  
①島根県消費者教育外部人材活用講師派遣事業（弁護士等の法律専門家を派遣）【資料 4-1】 

実施別 校数 実施地域 参加人数 
中学校 ３ （東部 3） 129 
高等学校 11 （東部７ 西部３ 隠岐１） 1,865 
特別支援学校 3 （東部２ 西部１） 32 
大学等 2 （東部２） 170 
合計 19 （東部 14 西部４ 隠岐１） 2,196 
〇高等学校の保護者向けや中学校での実施等高校以外にも実施対象が広がった。 
〇弁護士会、学校、行政の三者で協議を重ねて共通教材の作成ができた。 

 
②消費者問題出前講座 

消費者センター職員等が県内各地（学校、職域、地域等）に出向いて出前講座を実施【資料 4-2】 
実施別 回数 実施場所 参加人数 

若年者（学校等） 41 中学校、高校、特別支援学校等 1,859 
高齢者等 25 公民館、ふれあいサロン等 157 
職域等 9 企業社内向け研修、商工会等 800 
合計 75  2,816 
〇学校等は R４年度に比べて実施回数が減少し、職域等での実施は増加した。                                             

 
③学校における消費者教育実践研究委託事業（すくすく消費者第 40 号） 

授業方法や教材研究を通じて、教育の質の向上を図る。また実践例を冊子で紹介することで一層の
推進に繋げる。 
（２）教員向け研修会の開催（10/31 開催 17 名参加 講義及びワークショップの開催） 
（３）島根県消費者教育推進連絡会議を開催（6/7 12 名出席 2/28 11 名出席） 
（４）消費者教育情報冊子の作成と配布(オトナ消費者へステップアップ！) 
 



島根県松江市殿町８－３ 市町村振興センター５階

県内の学校の生徒さん・先生および保護者の方
（中学校、高等学校、義務教育学校、特別支援学校、大学、工業高等専門学校、各種専修学校）

島根県消費とくらしの安全室

対象は？

お申込み

☎ 0852-22-5103
お問合せ

１～２時間程度講座時間

原則、平日9:00～17:00まで
※土日祝は別途相談

会場手配、開催周知、準備等は依頼者側で
お願いします。

成年年齢引下げと
若者の消費者トラブル

・若者に何が起きているのか？
・成年年齢引下げの注意点
・若者が被害に遭わないために

どんな内容？

講座のメリット

・法律の専門家 弁護士 司法書士 の話が聞ける！

・クラス単位の講座にも対応可能！（要相談）

専門家が
解説！

外部講師を で派遣します【資料4-1】





【資料4-2】





エシカル消費推進事業 

１ エシカル消費とは 

エシカル消費とは、地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費

行動のこと。 

２０１５年９月に国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)の 17 のゴールのうち、特に

ゴール 12「つくる責任つかう責任」に関連する取組として位置づけられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

２  取組の状況 

【国】 

第 4 期消費者基本計画（R2～R6）を踏まえた「地方消費者行政強化作戦 2020(R2.4 消費 

者庁)」を定め、政策目標「３消費者教育の推進等」に「エシカル消費の推進」を掲げ、交 

付金等を通じて都道府県等の取組を支援する。 

【県】 

  島根創生計画（第 5期島根県消費者基本計画）KPI として「Ⅷ－２－(2) 安全で安心な 

消費生活」に「エシカル消費（社会や環境に配慮した商品やｻｰﾋﾞｽを選択している人の割合）」

を採用し、人や環境に配慮した消費活動を行うことができる自立した消費者を育成する教 

育推進事業としてエシカル消費を推進していく。 

① エシカル消費啓発リーフレットの配布（中学校、高校、特別支援学校等）＜通年＞ 

② ご縁の国エシカルライフ啓発事業の実施  

＜参考＞ 

・R3 事業「エシカルレシピコンテスト」（TSK 委託） 

      ・R4 事業「サステナブルファッションイベント」(TSK 委託) 

      ・R5 事業「エシカル消費啓発イベント」（NKT 委託） 【別添１】 

③ 地域におけるサステナブル社会形成事業（島根県連合婦人会委託事業）＜R4～6＞ 

     ＜参考（R5 の状況）＞ 子ども向け地域学習会 

      ・出雲市：チーズ作り講座 

・奥出雲町：エシカル学習会 

・安来市：エシカル料理教室 

④ イベント、研修、学校等を通じた動画やリーフレットによる広報啓発の実施 ＜通年＞ 

○人・社会に配慮された商品を見つけて、選んで購入す

ることで、より多くの人が持続可能な生活を送れるよ

うになること。 

 ・フェアトレード認証商品 

 ・売上金の一部が寄付につながる商品 

 ・障害者支援につながる商品を選択する など 

○地元の食材を「選ぶ」ことや地元のお店で商品を「買

う」ことは、地元を「応援する」ことにつながること。 

 ・地産地消 

 ・被災地で作られたものを購入することで被災地

を応援する 

 ・伝統工芸品を購入する  など 

○地球環境の現状や問題を「自分には関係ない遠い話」

と見過ごすのではなく、より良い未来に向かって、一歩

を踏み出すこと。 

・エコ商品を選ぶ 

・お買物のときにレジ袋の代わりにマイバッグを 

使う 

・資源保護の認証がある商品や CO2 削減の工夫を 

している商品を購入する 

・マイボトルを利用する  など 

・食品ロス を減らす など 

資料４－３ 



                          【別添１】 

令和５年度『ご縁の国』エシカルライフ啓発事業について 

                        消費とくらしの安全室 

 

 

１ 事業の目的 

  地域の活性化や雇用等を含む、人や社会、環境に配慮した消費行動である

エシカル消費について考え行動を起こす機会とするため、令和３年度に

「食」について、令和４年度には「衣」について実施した「『ご縁の国』エ

シカルライフ啓発事業」を継続・拡大し、令和５年度は講演会を中心とした

イベントを開催し、「エシカルなライフスタイル」全般についての啓発を図

った。 

 

２ 実施内容 

 (1) エシカル消費啓発イベントの実施 

① 名称 

  知ろう、始めよう エシカル消費 

② 実施日・場所 

・令和６年１月 21 日（日）１３：００～１７：００ 

・くにびきメッセ 大展示場 

③ 内容 

・エシカル講演会「ご縁の国とエシカル消費」 

（講師：日本エシカル推進協議会 会長 生駒芳子氏） 

・トークイベント（出演：ガンバレルーヤ、生駒芳子氏 等） 

・環境絵本「地球の秘密」読み聞かせ 

・「ご縁の国」エシカルマルシェ 

・「ご縁」で学ぼう！エシカルワークショップ 

・「ご縁」をつなごう！エシカルスタンプラリー 

・エシカルタペストリー展示 

④ その他 

・パブリシティ出演（日本海テレビ） 

・イベント広報（TVCM、SNS、ラジオ等） 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２ トークイベント】 

【図１ イベントチラシ】 

【図３ ワークショップ】 

【図４ 会場全景】 


